
資

「決められた指定ごみ袋や指定ステッカー」で

指定ごみ袋に入らないものは、指定ステッカー
を貼って「粗大ごみ」として出してください

　「資源循環型社会」とは、廃棄物の発生抑制・再生利用・適正処理により、地球環境への負担を
最小限に抑え、資源が循環する社会のことです。廃棄物の発生抑制や再生利用は、ごみの焼却
によるCO2排出を抑制するほか、新たな化石燃料の使用抑制にもつながり、地球温暖化防止に
貢献します。私たちは生活を見直し、ごみの減量、資源の有効利用を図らなければなりません。
市民の皆さん、事業者と市が協働で「資源循環型社会」を目指し、ごみ問題に取り組みましょう。

午前8時までに


